
高齢者の皆さんへの
サービスを紹介

　

市
で
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
へ

の
サ
ー
ビ
ス
を
次
の
と
お
り
行
っ

て
い
ま
す
。

　

事
業
の
提
供
に
よ
り
、
自
立
が

阻
害
さ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
場
合
は

対
象
外
で
す
。
訪
問
調
査
を
行
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
こ
に
記
載
し
た
以
外

に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

①
高
齢
者
等
見
守
体
制
整
備
事
業

　

高
齢
者
が
自
宅
で
事
故
や
病
気

で
動
け
な
く
な
っ
た
と
き
に
発
見

が
遅
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
通
報

装
置
の
ボ
タ
ン
を
押
す
こ
と
で
発

信
さ
れ
る
救
助
通
報
に
対
応
す
る

事
業
で
す
。
月
額
５
５
０
円
の
自

己
負
担
が
必
要
で
す
。

▽
対
象
者

　

病
弱
な
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の

人
な
ど

②
配
食
に
よ
る
高
齢
者
等
見
守
事
業

　

健
康
状
態
の
把
握
、
孤
独
感
の

解
消
、
安
否
の
確
認
の
た
め
、
食

事
の
配
達
（
月
曜
か
ら
金
曜
、
１

日
１
食
）
を
行
う
事
業
で
す
。
１

食
あ
た
り
３
５
０
円
か
ら
４
０
０

円
の
自
己
負
担
が
必
要
で
す
。

▽
対
象
者

　

調
理
等
が
困
難
な
高
齢
者
の
み

の
世
帯
の
人
な
ど

③
家
族
介
護
用
品
支
給
事
業

　

寝
た
き
り
の
高
齢
者
な
ど
を

介
護
し
て
い
る
家
族
に
介
護
用

品
（
紙
お
む
つ
、尿
取
り
パ
ッ
ト
、

使
い
捨
て
手
袋
、
お
し
り
ふ
き

ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
）
の

購
入
費
用
の
一
部
を
支
給
す
る
事

業
で
す
。

▽
対
象
者

　

要
介
護
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ

れ
た
高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て

い
る
同
居
の
家
族
（
市
民
税
非
課

税
世
帯
に
限
る
）

④
家
族
介
護
慰
労
事
業

　

10
万
円
の
慰
労
金
を
支
給
す
る

事
業
で
す
。

▽
対
象
者

　

要
介
護
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ

れ
、
過
去
１
年
間
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
な
か
っ
た
高
齢
者
な
ど

を
介
護
し
て
い
る
同
居
の
家
族

（
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
限
る
）

⑤
軽
度
生
活
援
助
事
業

　

在
宅
生
活
を
行
っ
て
い
る
高
齢

者
の
み
の
世
帯
に
対
し
て
、
食
材

の
買
い
物
支
援
（
自
立
支
援
サ
ー

ビ
ス
）
や
、
家
周
り
の
軽
微
な
手

入
れ
支
援（
生
活
環
境
サ
ー
ビ
ス
）

を
行
う
事
業
で
す
。
自
己
負
担
が

 

医
療
費
受
給
資
格
申
請
と
更
新
手
続
き

 

該
当
す
る
場
合
は
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　

費
負
担
制
度

▽
対
象
者

　

・
18
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し

　

て
い
る
配
偶
者
の
な
い
人
と

　

そ
の
児
童

　

・
父
母
の
い
な
い
児
童

　

・
父
母
の
い
な
い
児
童
を
養
育

　

し
て
い
る
配
偶
者
の
な
い
人

※
所
得
税
非
課
税
の
人
が
対
象

　

で
す
。

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

・
健
康
保
険
証
（
本
人
お
よ
び

　

本
人
と
同
じ
健
康
保
険
に
加

　

入
し
て
い
る
人
全
員
）

　

・
印
鑑
（
認
印
）

　

・
平
成
22
年
分
の
収
入
状
況
が

　

分
か
る
も
の
（
源
泉
徴
収
票

　

や
確
定
申
告
の
写
し
な
ど
）

　

・
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証

　
（
高
校
３
年
生
の
子
ど
も
が

　

い
る
場
合
の
み
必
要
）

③
岡
山
県
老
人
医
療
費
公
費
負

　

担
制
度

▽
対
象
者

　

70
歳
未
満
の
人
で
、
昭
和
16

年
９
月
30
日
以
前
生
ま
れ
の
ひ

と
り
暮
ら
し
の
人

※
同
一
敷
地
内
で
家
族
と
別
居

　

し
て
い
る
場
合
や
近
隣
に
扶

　

養
義
務
者
が
住
居
し
て
お
り
、

　

本
人
と
の
接
触
が
保
た
れ
て

　

い
る
場
合
を
除
き
ま
す
。

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

・
健
康
保
険
証

　

・
印
鑑
（
認
印
）

　

・
ひ
と
り
暮
ら
し
で
あ
る
こ
と

　

の
民
生
委
員
の
証
明

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　

市
民
課　

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
５
８

　

牛
窓
支
所

　

☎
０
８
６
９-

３
４-

３
４
３
１

　

長
船
支
所

　

☎
０
８
６
９-

２
６-

２
０
０
１

　

裳
掛
出
張
所

　

☎
０
８
６
９-

２
５-

０
０
０
４ 

必
要
で
す
。

▽
対
象
者

　【
自
立
支
援
サ
ー
ビ
ス
】

　

日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障

が
あ
る
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

の
世
帯
で
、
介
護
認
定
を
受
け
て

い
な
い
人

　【
生
活
環
境
サ
ー
ビ
ス
】

　

75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世

帯
で
、
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

人
や
身
体
的
、
精
神
的
な
疾
患
を

理
由
に
、
自
分
で
庭
木
な
ど
の
剪

定
が
で
き
な
い
た
め
、
近
隣
に
迷

惑
を
か
け
る
恐
れ
の
あ
る
人

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　

い
き
い
き
長
寿
課

　

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
８

　

保
健
福
祉
部
邑
久
分
室

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
８
１
０

　

牛
窓
支
所

　

☎
０
８
６
９-

３
４-

３
４
３
１

　

裳
掛
出
張
所

　

☎
０
８
６
９-

２
５-

０
０
０
４

　

心
身
障
害
者
、
ひ
と
り
暮
ら

し
の
高
齢
者
、
ひ
と
り
親
家
庭

な
ど
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
、
保

険
診
療
に
か
か
る
自
己
負
担
額

か
ら
一
部
負
担
金
を
引
い
た
額

を
公
費
で
負
担
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
と
思

わ
れ
る
人
は
、
申
請
の
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
現
在
、
受
給
資
格
証

を
持
っ
て
い
る
人
に
は
、
６
月

中
旬
ご
ろ
に
更
新
申
請
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
６
月
30
日

（
木
）
ま
で
に
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
（
郵
送
可
）。

①
心
身
障
害
者
医
療
費
公
費
負

　

担
制
度

▽
対
象
者

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級

　

を
所
持
し
て
い
る
人

　

・
療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
を
所
持
し

　

て
い
る
人

※
た
だ
し
、
平
成
18
年
10
月
以

　

降
に
手
帳
を
新
規
取
得
し
た

　

人
は
、手
帳
交
付
時
の
年
齢
が
65

　
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
が
条
件

　

で
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

・
健
康
保
険
証
（
本
人
お
よ
び

　

本
人
と
同
じ
健
康
保
険
に
加

　

入
し
て
い
る
人
全
員
）

　

・
印
鑑
（
認
印
）

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療

　

育
手
帳

　

・
平
成
23
年
１
月
１
日
以
降
に

　

瀬
戸
内
市
に
転
入
し
た
人
は

　

平
成
22
年
中
の
所
得
・
課
税

　

証
明
書

②
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
公

　上手に利用して負担を軽減しましょう

０
８
６
９-

２
５-

０
０
０

　国民年金に加入している期間内などに初診
日がある病気やケガなどで障害の状態になっ
たとき、障害認定日（初診日から１年６カ月
を経過した日またはその期間内に症状が固定
した日）において、障害等級の１級または２
級に該当した場合は、障害基礎年金を受ける
ことができます。
　ただし、初診日の前日において、初診日の
属する月の前々月までの被保険者期間のう
ち、保険料納付済期間と免除期間（若年者納
付猶予期間・学生納付特例期間を含む）を合
わせた期間が３分の２以上あること、または
初診日の前々月までの直近の１年間に保険料
の未納がないことが必要です。
　なお、20 歳前に初診日のある病気やケガ
によって障害の状態になった人は、障害等級
の１級または２級に該当すれば20歳から（障
害認定日が 20 歳以後の場合は、障害認定日
から）受給できます。
　ただし、この場合本人に一定額以上の所得
や他年金の受給がある場合、支給が制限され
ます。
■問い合わせ先
　市民課　☎０８６９- ２２ - １７９０
　岡山東年金事務所　☎０８６ - ２７０ - ７９２９

ねんきんのおはなし♪
 

更
新
の
ご
案
内

 

特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証　

　

原
因
が
不
明
で
治
療
方
法
が
確

立
し
て
い
な
い
い
わ
ゆ
る
難
病
に

か
か
り
、
一
定
の
基
準
を
満
た
す

人
に
対
し
て
、
原
因
の
究
明
と
治

療
法
開
発
を
目
的
と
し
た
、
特
定

疾
患
医
療
受
給
者
証
を
交
付
し
て

い
ま
す
。
認
定
さ
れ
た
疾
病
の
治

療
に
係
る
医
療
費
の
自
己
負
担
部

分
に
つ
い
て
、
公
費
負
担
が
行
わ

れ
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
の
有

効
期
限
が
平
成
23
年
９
月
30
日
ま

で
と
な
っ
て
い
る
人
は
、
10
月
１

日
以
降
も
引
き
続
き
治
療
を
受
け

る
場
合
、
更
新
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　

な
お
対
象
者
に
は
、５
月
中
に
、

更
新
手
続
き
の
案
内
を
送
付
し
て

い
ま
す
。

▽
受
付
期
間　

６
月
１
日
（
水
）

　

〜
７
月
29
日
（
金
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

岡
山
県
備
前
保
健
所
保
健
課

　

☎
０
８
６-

２
７
２-

３
９
３
４

　

岡
山
県
保
健
福
祉
部
医
薬
安
全
課

　

特
定
保
健
対
策
班

　

☎
０
８
６-

２
２
６-

７
３
４
２




